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　 (証券コード3626)
　 平成25年５月31日

株 主 各 位　

　 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号

　

代表取締役社長 岡 本 　 晋

第５期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。　

　さて、当社第５期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申し上げます。　

　なお、当日ご出席願えない場合は、次頁記載のいずれかの方法によ

り議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総

会参考書類」をご検討いただき、平成25年６月24日（月曜日）午後５

時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1.日 時 平成25年６月25日（火曜日）　午前10時

2.場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番３号
ベルサール新宿グランド　１階イベントホール　

　　 （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3.株主総会の目的事項
　 報 告 事 項 １．第５期 (平成24年４月１日から ) 事業報告、連結計算書類平成25年３月31日まで

　　 ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

　 　 ２．第５期 (平成24年４月１日から ) 計算書類報告の件平成25年３月31日まで

　 決 議 事 項 　
　 第１号議案 剰余金処分の件
　 第２号議案 取締役９名選任の件
　 第３号議案 補欠監査役１名選任の件
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4.議決権行使についてのご案内
　当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権を
行使くださいますようお願い申し上げます。

〔郵送による議決権の行使〕
　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成25年６
月24日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださ
い。

〔インターネット等による議決権の行使〕
　「インターネット等による議決権行使のご案内」（38頁から39
頁）をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト
（http://www.evote.jp/）にアクセスのうえ、平成25年６月24日
（月曜日）午後５時30分までに賛否をご入力ください。

5.招集にあたっての決定事項
　「インターネット等による議決権行使のご案内」（38頁から39
頁）をご参照ください。

　　以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主様１名を代理人
として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する
書面のご提出が必要となりますのでご了承願います。

◎次の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インタ
ーネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記
載しておりません。

（１）連結計算書類の連結注記表
（２）計算書類の個別注記表

このため、本招集ご通知の添付書類は、監査役および会計監査人が監査報告を
作成するに際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生
じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承願
います。
 

当社ウェブサイト http://www.itholdings.co.jp/
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添 付 書 類

　

　

事　業　報　告

(平成24年４月１日から)平成25年３月31日まで

　

　

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における我が国経済は、年度当初は欧州債務危機をはじめ

とする海外経済情勢への懸念等から先行き不透明感が強く見られましたが、

年度後半においては、昨年末の政権交代に伴う大胆な経済・金融対策への期

待もあり、円安・株高が進む中、景気拡大への機運が徐々に高まってきてい

ます。こうした動きを受け、情報サービス産業でも、顧客のＩＴ投資に対す

る姿勢に改善の傾向が見られるようになりました。

このような状況の中、当社グループにおいては、一部の製造業顧客等で投

資を手控える動きもありましたが、全般的な顧客のＩＴ投資を再開する動き

を受け、売上高・利益とも堅調に推移しました。

当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高337,834百万円(前期比

3.2％増)、営業利益18,171百万円（同16.3％増）、経常利益17,440百万円（同

13.3％増）、当期純利益5,868百万円（同174.9％増）となりました。

売上高については、産業ＩＴサービスが牽引したほか、金融ＩＴサービス

も緩やかに回復したことから前期比増収となりました。利益面については増

収効果や生産性向上等に加え、前期に実施したオフィス移転・集約や事業会

社間の再編効果が発現したこと等から、前期に比べ大幅に改善しました。

　

セグメント別の状況は以下のとおりです。

①ＩＴインフラストラクチャーサービス

当連結会計年度の売上高は112,666百万円（前期比1.2％増）、営業利益

は7,101百万円（同11.8％減）となりました。売上高はデータセンター事業

における大口顧客の利用開始等もあり、緩やかに増加したものの、営業利
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益は同事業への需要増加に対応した先行投資や電力料値上げの影響等によ

り前期を下回りました。

②金融ＩＴサービス

当連結会計年度の売上高は71,499百万円（前期比2.0％増）、営業利益

は6,021百万円（同32.8％増）となりました。主要顧客のクレジットカード

会社におけるＩＴ投資再開の動きが牽引するとともに、コスト削減効果等

により増収増益となりました。

③産業ＩＴサービス

当連結会計年度の売上高は155,689百万円（前期比4.2％増）、営業利益

は4,992百万円（同87.8％増）となりました。製造業大手顧客向けの大型開

発案件が牽引するとともに、コスト削減効果等により増収増益となりまし

た。

④その他

当連結会計年度の売上高は16,232百万円（前期比0.0％減）、営業利益

は2,153百万円（同5.4％減）となりました。

　　

当社グループは事業展開にあたり、既存事業の強化を図るとともに、サー

ビス化・グローバル化といった時流を的確に捉えながら、新しいサービスに

ついても果敢に取り組んでいます。国内３地域（首都圏・北陸・関西）のデ

ータセンターの接続を通じた実用サービスとしては国内初の企業向け高可用

型広域仮想クラウドサービス「EINS WAVE」の提供に加え、グローバル化の進

む企業のアジア展開をＩＴインフラ面からトータルでサポートする「アジア

マルチプラットフォームサービス」の提供を開始しました。

また、関西エリアにおける需要増を受けて大阪に新データセンターの構築

を進めるとともに、ソフトバンクテレコム株式会社とデータセンターサービ

スにおいて協業し、同社グループのプサンデータセンターをＤＲ／ＢＲ（デ

ィザスタリカバリ／バックアップリカバリ）サービスの一部として提供する

ことを開始しています。

企業のマーケティング活動において重要性が増しているビッグデータ関連

のビジネス展開においては、ビッグデータ解析プラットフォーム「C-Finder」
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を株式会社オプト、株式会社数理システムと共同開発することとしたほか、

ビッグデータ活用等にあたって重要な要素となりつつあるＩＴシステムのパ

フォーマンスを、ＩＴシステム構築前に実機利用を通じて検証し、企業の効

果的なＩＴ戦略を支援する「TIS Enterprise Architecture Laboratory」を

開設しました。また、スマートフォンの急速な普及に伴って拡大の見込まれ

るO2O（Online to Offline）関連のビジネス展開においては、スマートフォ

ンの内蔵センサーとマイクを活用した世界初のハイブリッド方式による独自

の屋内位置推定技術を開発し、活用に向けた実証実験やプロモーションを推

進しています。

このような中、当社グループの提供するクラウド対応生産管理システム

「AToMsQube」が、独創性が高くグローバル化にいち早く対応し一定の成果を

上げたことを評価され、一般社団法人情報サービス産業協会から「JISA

Awards 2013」を受賞しました。また次世代オフィス「Thin Office」が、生

産性向上に向けたＩＴ環境の実現を評価され、社団法人企業情報化協会から

「平成24年度ＩＴ賞（フロンティア賞）」を受賞しました。

一方で、当社グループは、顧客の海外進出に合わせてグローバル化につい

ても推進しています。これまでの中国を中心とする事業展開に加えて、ＡＳ

ＥＡＮ地域への展開を加速させています。シンガポールの子会社の体制を強

化しビジネス基盤の確立を目指すとともに、グローバルＢＰＯ（ビジネスプ

ロセスアウトソーシング）事業を展開するにあたり、ベトナムにおける民間

最大手ＩＴ企業であり従来から当社グループと親しい関係にあるFPTグループ

との間で合弁会社「F-AGREX（仮称）」の設立について基本合意しました。

　

当社グループは、今後の成長に向けた体制を整備するため、グループフォ

ーメーションの再編を順次実施し、コア事業への集中とビジネスモデル毎の

集約を推進しています。

ＴＩＳ株式会社では、成長戦略推進のため、同社傘下にＴＩＳビジネスコ

ンサルタンツ株式会社（ＢＭコンサルタンツ株式会社から社名変更）を加え

て事業ポートフォリオを拡充し、グループで上流から全領域をカバーできる

体制を整備するとともに、顧客常駐型オンサイトサービス事業をＴＩＳソリ

ューションリンク株式会社へ移管し、機能集約を図りました。株式会社イン

テックでは、事業連携の強化と経営効率化のため、同社傘下に株式会社アイ・
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ユー・ケイを加え、株式会社スカイインテックと株式会社インテックアメニ

ティを合併させました。またＡＪＳ株式会社では、選択と集中の観点から、

放射線部門システム事業および同社子会社でアパレルＣＡＤ事業を行うＡＧ

ＭＳ株式会社をグループ外へ譲渡しました。

その他、グループ一体運営の視点で、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメン

ト・システム）一体運用検討プロジェクト、連結納税制度検討プロジェクト、

ブランド委員会を順次設置して積極的に活動を重ねているほか、「IT

Holdings Group College」の活動開始、海外税務リスク低減を目的とした国

際税制に関するグループ内情報共有の活発化等、中期経営計画の基本コンセ

プト「as One Company」に向けた施策を鋭意展開しています。　

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度は、既存事業の基盤強化とセキュリティ等信頼性の高度化

に対応するため、12,287百万円の投資を実施しました。

主に、アウトソーシング事業強化のためのデータセンター設備の増強、開

発用コンピュータの整備・拡充などに投資しました。

　　　

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度は、当社グループ全体で長期借入金12,500百万円を借り入

れ、24,294百万円を返済しました。

　

(4) 対処すべき課題

①「業績回復」を確実に「成長路線」の軌道に乗せる

平成25年３月期は、第２次中期経営計画に掲げた「トップライン重視」

の施策が功を奏し、業績回復の成果が現れ始めました。しかしながら、依

然として従来からの既存顧客基盤への依存度が高く、当社グループの業績

が売上上位の顧客の投資動向に大きく左右される状態が続いています。従

って、今後、新規顧客や新規分野へのさらなる注力によるトップライン拡

大が必要であると認識しています。
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②グループコミュニケーション基盤の更なる強固化

「as One Company」実現に向けて、将来のグループを担うであろう中核

人材を集めた集団活動やグループ共通ブランドの検討を進めておりますが、

まだ端緒についたばかりであり、今期はこれらの施策を一層拡充・強化し、

一体感の醸成をはかります。

③グローバル化・サービス化の拡大と収益力強化

顧客企業のグローバル展開に伴い、海外拠点でのサービスを求める声が

ますます強まっています。当社グループもアジア地域の拠点を拡充してい

ますが、グループ各社が個別の事業目的で設立しているため、投資効率が

悪く、グループの総合力を発揮するには到っていません。また、個々の事

業規模が小さく、収益性にも課題があります。海外事業については、まだ

黎明期の段階ではありますが、今後、全体最適の視点で合理化・効率化を

はかり、グループ横断的にサービス提供できるように事業展開をはかりま

す。

また、サービス化事業についても、様々なサービス・ソリューションを

ご提供していますが、事業収益を支える柱となるまでには育っておりませ

ん。今後、提供先の拡大とサービス内容の拡大を急ぎ、一層注力してまい

ります。
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(5) 財産および損益の状況の推移

①企業集団の財産および損益の状況

区 分
第２期

平成22年３月期
第３期

平成23年３月期
第４期

平成24年３月期

第５期
平成25年３月期
(当連結会計年度)

売 上 高（百万円） 313,856 323,173 327,417 337,834

営 業 利 益（百万円） 15,996 12,818 15,621 18,171

経 常 利 益（百万円） 15,719 12,625 15,393 17,440

当 期 純 利 益（百万円） 7,659 5,985 2,135 5,868

１株当たり当期純利益（ 円 ） 89.25 68.19 24.33 66.86

総 資 産（百万円） 313,077 301,076 310,003 302,302

純 資 産（百万円） 155,075 151,110 150,965 158,159

１株当たり純資産額（ 円 ） 1,602.77 1,636.56 1,636.72 1,714.88

（注）１．第２期は、景気低迷を背景とする顧客のＩＴ投資に対する慎重な姿勢や抑制の動きに

より、前連結会計年度に比して減収減益となりました。　

２．第３期は、第２期の期中に子会社化した連結子会社の業績が年度を通じて反映された

ことにより前連結会計年度に比して増収となりましたが、利益面では顧客の大型ＩＴ

投資の一服感に加え不採算案件の発生等の影響により減益となりました。

３．第４期は、上期に実施した構造改革の効果が発現し始めたことから営業利益および経

常利益は増益となった一方で、構造改革等による特別損失を計上したことから当期純

利益は減益となりました。
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②当社の財産および損益の状況

区 分
第２期

平成22年３月期
第３期

平成23年３月期
第４期

平成24年３月期

第５期
平成25年３月期
（当事業年度)

営 業 収 入（百万円） 4,687 4,960 3,992 3,874

営 業 利 益（百万円） 3,193 3,362 2,829 2,765

経 常 利 益（百万円） 2,935 3,019 2,681 2,634

当 期 純 利 益（百万円） 2,879 2,958 2,187 2,241

１株当たり当期純利益（ 円 ） 33.33 33.71 24.93 25.54

総 資 産（百万円） 157,999 162,664 164,358 163,708

純 資 産（百万円） 138,268 140,003 140,434 138,971

１株当たり純資産額（ 円 ） 1,601.03 1,595.05 1,599.99 1,583.36
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(6) 重要な子会社の状況

①重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

Ｔ Ｉ Ｓ 株 式 会 社 23,110百万円 100.0％
アウトソーシング・ネットワーク、
ソフトウェア開発、ソリューション

株 式 会 社 イ ン テ ッ ク 20,830 100.0
アウトソーシング・ネットワーク、
ソフトウェア開発、システムインテ
グレーション

株式会社アグレックス 1,292 50.7
ビジネスプロセスアウトソーシング、
ソフトウェア開発、システムインテ
グレーション

ク オ リ カ 株 式 会 社 1,234 80.0
アウトソーシング・ネットワーク、
ソフトウェア開発、ソリューション

Ａ Ｊ Ｓ 株 式 会 社 800 51.0
アウトソーシング・ネットワーク、
ソフトウェア開発、ソリューション

ＩＴサービスフォース株式会社 100 100.0 シェアードサービス等

株式会社アイ・ユー・ケイ 213 ※100.0 ソリューション等

株式会社インテック ソリューション パワー 253 ※100.0
アウトソーシング・ネットワーク、
ソフトウェア開発、一般労働者派遣

中央システム株式会社 73 95.7
アウトソーシング・ネットワーク、
ソフトウェア開発

ＴＩＳソリューションリンク株式会社 230 ※100.0
ソフトウェア開発、システムオペレ
ーション

ＴＩＳリース株式会社 460 ※100.0 リース

ＴＩＳビジネスコンサルタンツ株式会社 450 ※100.0 コンサルティング

ネオアクシス株式会社 100 100.0 ソフトウェア開発、ソリューション

株式会社ネクスウェイ 300 ※100.0 アウトソーシング・ネットワーク等

株式会社ファーストマネージ 100 ※94.3
アウトソーシング・ネットワーク、
ソフトウェア開発

（注）※印は子会社が保有する株式を含んでおります。
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②企業結合の経過

１）平成24年７月31日開催の取締役会において、平成24年10月１日を期し

て、株式会社アイ・ユー・ケイの当社子会社管理事業の一部を当社子

会社である株式会社インテックへ会社分割（吸収分割）により承継す

ることを決議し、平成24年10月１日付にて実施いたしました。

２）平成24年10月31日開催の取締役会において、平成25年１月１日を期し

て、ＢＭコンサルタンツ株式会社の当社子会社管理事業の一部を当社

子会社であるＴＩＳ株式会社へ会社分割（吸収分割）により承継する

ことを決議し、平成25年１月１日付にて実施するとともに、平成25年

１月４日付にて社名をＴＩＳビジネスコンサルタンツ株式会社に変更

しております。

３）株式会社ファーストマネージは、平成25年４月１日付にて、ＴＩＳフ

ァーストマネージ株式会社に商号変更しております。

(7) 主要な事業内容（平成25年３月31日現在）

当社グループは、当社および連結子会社43社ならびに持分法適用会社10社

を含む69社で構成されております。

純粋持株会社である当社は、情報・通信事業等を営むグループ会社の業務

遂行の支援および経営管理を行っております。

なお、当社グループの事業にかかわる位置付けは次のとおりであります。

区 分 事 業 内 容

ＩＴインフラストラク

チ ャ ー サ ー ビ ス

データセンター等の大型ＩＴ設備を用いて、自社の管理のもとにコン

ピュータユーティリティあるいは運用サービスを提供する事業

金 融 Ｉ Ｔ サ ー ビ ス
金融業界に特化したビジネスノウハウとＩＴをベースとして、業務の

ＩＴ化およびＩＴによる業務運営を支援する事業

産 業 Ｉ Ｔ サ ー ビ ス

金融業界以外の産業分野および公共分野等のビジネスノウハウとＩＴ

をベースとして、業務のＩＴ化およびＩＴによる業務運営を支援する

事業
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(8) 主要な事業所（平成25年３月31日現在）

①当社

東京本社：東京都新宿区西新宿八丁目17番１号

（注）１．登記上の本店は、平成24年６月26日付をもって東京都千代田区から上記東京本

社住所に変更しております。

２．平成25年３月31日付をもって、富山本社（支店）は閉鎖いたしました。

３．平成25年４月１日付をもって、東京本社の呼称を「本社」に変更いたしました。

②主要な子会社

Ｔ Ｉ Ｓ 株 式 会 社： (東京本社)東京都新宿区、（名古屋本社）愛知県

名古屋市、(大阪本社)大阪府吹田市

株式会社インテック： (本社)富山県富山市、(東京本社)東京都江東区

株式会社アグレックス ： (本社)東京都新宿区

クオリカ株式会社 ： (本社)東京都新宿区

Ａ Ｊ Ｓ 株 式 会 社： (本社)東京都新宿区

(9) 従業員の状況（平成25年３月31日現在）

①企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

19,553名 794名減

（注）１．従業員数は就業人員であります。

なお、当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェ

アの開発、ハードウェアの選定およびシステムの運用など、情報サービスの総合的な

提供を事業内容としており、不可分の営業形態でありますので、従業員を事業区分に

関連付けて記載しておりません。

２．上記従業員数には臨時従業員2,621名（嘱託、パートタイマー）を含んでおりません。

②当社の従業員数

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

36名 3名減 47歳２カ月 18年２カ月

（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．平均勤続年数の算定にあたっては、ＴＩＳ株式会社または株式会社インテック等から

出向により当社で就業している従業員は、各社における勤続年数を通算しております。
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(10)主要な借入先（平成25年３月31日現在）

借　入　先 借 入 額

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン
(株式会社三菱東京UFJ銀行幹事)

26,000百万円

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 7,582

株式会社みずほコーポレート銀行 5,690

株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 4,257

株 式 会 社 北 國 銀 行 3,490

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 3,213

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,525

株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,225

(11)事業の譲渡、合併等企業再編行為等

該当事項はありません。

(12)その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（平成25年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 280,000,000株 　

(2) 発行済株式の総数 87,789,098株（自己株式19,046株を含む）　

(3) 株主数 15,943名 　

(4) 大株主（上位10名）　

株 主 名 持株数 持株比率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 7,207千株 8.21％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口 ) 5,487 6.25

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,591 2.95

Ｉ Ｔ ホ ー ル デ ィ ン グ ス グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 2,582 2.94

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口９) 2,378 2.71

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,654 1.88

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社
( 退 職 給 付 信 託 口 ・ 三 菱 電 機 株 式 会 社 口 )

1,598 1.82

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 1,582 1.80

株 式 会 社 大 林 組 1,161 1.32

株 式 会 社 ジ ェ ー シ ー ビ ー 1,161 1.32

（注）１．持株比率は、自己株式（19,046株）を控除して計算しております。

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・三菱電機株式会社口）の

持株数1,598千株は、三菱電機株式会社が議決権行使の指図権を留保しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（平成25年３月31日現在）

地 位 氏　　名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 　金　岡　克　己  

代 表 取 締 役 社 長 　岡　本　　　晋 一般社団法人情報サービス産業協会副会長

取 締 役 副 社 長  前　西　規　夫  

取 締 役 副 社 長  佐　藤　知　樹 　

取 締 役 　中　尾　哲　雄 株式会社インテック代表取締役最高経営責任者

取 締 役 　藤　宮　宏　章 ＴＩＳ株式会社代表取締役会長

取 締 役  千　年　正　樹 ＴＩＳ株式会社取締役副会長

取 締 役 ※滝　澤　光　樹 株式会社インテック代表取締役社長

取 締 役 ※石　井　克　彦
ＴＩＳ株式会社常務執行役員コーポレート本部
副本部長

取 締 役 　小　田　晋　吾 　

取 締 役  石　垣　禎　信  

常 勤 監 査 役  米　澤　信　行 　

常 勤 監 査 役 ※竹　田　　　勝 　

監 査 役 ※伊　藤　大　義
公認会計士伊藤事務所所長
日本公認会計士協会綱紀審査会会長

監 査 役 ※上　田　宗　央
株式会社プロフェッショナルバンク代表取締役
会長

（注）１．当事業年度中の取締役および監査役の異動

・就任　※印の各氏は、平成24年６月26日開催の第４期定時株主総会において新たに

選任され、それぞれ就任いたしました。

・退任　平成24年６月26日開催の第４期定時株主総会終結の時をもって、取締役北川

淳治および監査役林唯政、伊藤醇、武内繁和の各氏はそれぞれ任期満了によ

り退任いたしました。

２．小田晋吾および石垣禎信の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役でありま

す。

３．伊藤大義および上田宗央の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。
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４．当社は、取締役小田晋吾、石垣禎信および監査役伊藤大義、上田宗央の各氏を東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．監査役米澤信行氏は、金融機関および会社経営における長年の経験があり、財務およ

び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

６．監査役伊藤大義氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。

７．取締役藤宮宏章氏は、平成25年３月31日付にてＴＩＳ株式会社の取締役を辞任により

退任し、平成25年４月１日付をもって同社の特別顧問に就任しております。 

(2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

①当事業年度に係る報酬等の総額

区　　分 対象となる員数 報酬額の総額

取 締 役
(う ち 社 外 取 締 役)

７名
（２名）

224百万円
（12百万円）

監 査 役
(う ち 社 外 監 査 役)

７名
（４名）

57百万円
（16百万円）

合 計
(う ち 社 外 役 員)

14名
（６名）

281百万円
（28百万円）

（注）１．当事業年度については、使用人兼務取締役の使用人分給与はありません。

２．当事業年度末現在の取締役は１１名（うち社外取締役２名）であります。なお、上記

取締役の員数が相違しておりますのは、無報酬の取締役が４名在任しているためであ

ります。

３．当事業年度末現在の監査役は４名（うち社外監査役２名）であります。なお、上記監

査役の員数が相違しておりますのは、平成24年６月26日開催の第４期定時株主総会終

結の時をもって退任した監査役３名（うち社外監査役２名）を含んでいるためであり

ます。

４．取締役および監査役の報酬限度額は、平成21年６月25日開催の第１期定時株主総会に

おいて、取締役が年額400百万円以内（うち社外取締役が50百万円以内）、監査役が年

額85百万円以内と決議いただいております。

５．当社は退職慰労金制度を導入しておらず、また賞与の支給はありません。　

②社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額

　該当事項はありません。
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(3) 報酬等の決定に関する方針の概要　

当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬は、「基準報酬」と「業績連動

報酬」で構成しており、毎年各人別に見直しを行っております。

「基準報酬」は、役位別の月額定額制とし、「業績連動報酬」は業績に連

動して役位別の月額を設定し、それを超えない金額内で各人別に決定してお

ります。

また、基準報酬額に応じて役員持株会への拠出金額のガイドラインを設定

し、一定額の株式を購入することとしております。

(4) 社外役員に関する事項

①他の法人等の重要な兼職の状況および当該他の法人等との関係

会社における地位 氏 名 兼職する法人等および兼職の内容

監 査 役 伊 藤 大 義
公認会計士伊藤事務所所長
日本公認会計士協会綱紀審査会会長

監 査 役 上 田 宗 央 株式会社プロフェッショナルバンク代表取締役会長

（注）社外監査役の上記兼職先との間には、いずれも特別な関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

会社における地位 氏 名 活　動　状　況

取 締 役 小 田 晋 吾
当事業年度中に開催された取締役会12回のすべてに出席し、
業界および企業経営に関する経験と見識をもとに、議案審
議等に際し適宜必要な発言を行っております。

取 締 役 石 垣 禎 信
当事業年度中に開催された取締役会12回のすべてに出席し、
業界および企業経営に関する経験と見識をもとに、議案審
議等に際し適宜必要な発言を行っております。

監 査 役 伊 藤 大 義

平成24年６月26日就任後に開催された取締役会８回のうち
７回、監査役会11回のすべてに出席し、公認会計士として
の専門的見地から、議案審議等に際し適宜必要な発言を行
っております。

監 査 役 上 田 宗 央

平成24年６月26日就任後に開催された取締役会８回、監査
役会11回のすべてに出席し、会社経営における経験と見識
をもとに、議案審議等に際し適宜必要な発言を行っており
ます。
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③責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお

ります。

　なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項の

最低責任限度額としております。

５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人　

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分 支 払 額

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 42百万円

②当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 263百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金

融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分で

きないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、監査役会の同意を得て、または監査役会の請求に基づ

いて、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提案します。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし

ます。
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６．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制

①グループＣＳＲ基本方針を制定し、法令遵守および社会倫理の遵守がグル

ープ企業活動の前提であることを、代表取締役社長はグループのすべての

役員・社員に徹底する。

②グループ全体のリスクに関する統括組織として、リスクマネジメント会議

を設置する。

③取締役会の監督機能強化を図るため社外取締役を置く。

④コンプライアンス違反等が発生した場合に、迅速かつ適切に対応できる制

度をグループ各社と連携のうえ整備する。

⑤反社会的勢力との関係遮断が企業の社会的責任および企業防衛の観点から

必要不可欠であると考え、反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、

一切の関係を持たないことを宣言する。

⑥反社会的勢力との関係遮断を、諸規程において明文化する。また、コンプ

ライアンス室を対応部署として情報の集約を図り、反社会的勢力に対して

常に注意を払うとともに、弁護士および警察等関連機関との緊密な連携の

もと、適切な対応をとることができる体制を整備する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　文書管理規程を制定し、取締役の職務の執行に係る情報（取締役会議事録、

決裁書等）は、当該規程に従い、各部門において、適切に保存、管理される。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①グループ全体の統制活動を実施し、グループにおける損失発生の未然防止

に努めるべくリスク管理規程を制定し、事業リスクの最小化を図る。

②グループ情報セキュリティ方針に基づき、情報セキュリティ規程を制定し、

機密情報および個人情報の適切な保護と管理の徹底を図る。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関す

る重要事項を決定し業務執行状況を監督する。
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②業務執行に関する重要事項を審議する場として取締役会のほか経営会議を

適宜開催し、経営の効率化、迅速化を図る。

(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制

①グループＣＳＲ基本方針に則り、法令遵守および社会倫理の遵守がグルー

プ企業活動の前提であることをグループのすべての社員に徹底する。

②コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンスの周知・徹底を図る。

③組織、業務分掌、職務権限に関する規程に基づき、使用人の職務と権限を

明確にする。

④内部通報制度を充実させるとともに、迅速かつ適切に対応できる制度をグ

ループ各社と連携のうえ整備する。

⑤諸規程に従い、反社会的勢力に対しては毅然とした態度を貫き、反社会的

勢力との関係遮断に努めることを全ての社員に徹底する。

(6) 株式会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

①グループの総括的な管理と業務の適正を図るため「グループ管理規程」を

制定する。

②グループ社長会、その他グループ横断的な会議体等を通じて、グループ間

の情報の共有化を図る。

③コンプライアンス本部は、当社およびグループ各社の内部統制システム監

査を実施し、その結果を当社およびグループ各社の担当部署および責任者

に報告するとともに、必要に応じて指導、実施・助言を行う。　

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項

　監査役が必要と認めた場合は、監査役の必要とする能力・知見を有する使

用人に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。
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(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　前号の使用人の独立性を確保するため、当該業務を遂行するにあたっては、

取締役の指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事異動・人事評価・

懲戒処分は、あらかじめ監査役会の承諾を得るものとする。　

(9) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制

①報告すべき事項は次のとおりとする。

定例的に報告すべき事項

１）経営の状況

２）事業の遂行状況

３）財務の状況

４）内部監査部門の監査結果（内部統制システムの状況を含む）

５）リスクおよびリスク管理の状況

６）コンプライアンスの状況（事故・不正・苦情・トラブル等）

臨時的に報告すべき事項

１）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

２）取締役の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する事実

３）重要な会計方針の変更・会計基準等の制定・改廃

４）業務および業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容

５）その他監査役が報告を求める事項

②報告方法

　監査役が出席する定例重要会議または特定監査役に、速やかに報告する。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①代表取締役、会計監査人および内部監査部門は監査役会とそれぞれ定期的

に意見交換会を実施する。

②監査役会が弁護士、会計士等の専門家を雇用し、監査業務の過程で助言を

受けることが必要なときには、会社はその機会を提供する。
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７．株式会社の支配に関する基本方針

　現時点でいわゆる買収防衛策の導入は検討しておりません。　

８．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社グループは、株主の皆様への長期的かつ総合的な利益還元を重要な経営

課題と認識しており、業績動向や財務状況、事業発展に備えるための内部留保

の充実を勘案し、連結配当性向３０％程度を目安として、安定的に配当を継続

するよう努めてまいります。

　

　

○本事業報告における記載数字は、表示桁数未満を切り捨てて表示しております。

ただし、百分率は四捨五入しております。　
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連　結　貸　借　対　照　表
（平成25年３月31日現在）

　
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） 　（負債の部）　 　

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

リース債権及びリース投資資産

有 価 証 券

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

138,219

28,633

68,249

9,322

5,401

10,328

8,523

7,846

△85

164,083

93,592

58,133

4,231

21,135

3,615

6,475

15,272

1,784

13,487

55,218

32,633

6,823

17,577

△1,816

流 動 負 債 91,063

支払手形及び買掛金 17,692

短 期 借 入 金 32,881

未 払 法 人 税 等 3,112

賞 与 引 当 金 11,074

そ の 他 引 当 金 551

そ の 他 25,750

固 定 負 債 53,079

長 期 借 入 金 27,668

リ ー ス 債 務 5,501

退 職 給 付 引 当 金 12,762

役員退職慰労引当金 108

繰 延 税 金 負 債 492

再評価に係る繰延税金負債 732

そ の 他 5,813

負 債 合 計 144,143

（純資産の部）　 　

株 主 資 本 148,357

資 本 金 10,001

資 本 剰 余 金 86,787

利 益 剰 余 金 51,596

自 己 株 式 △27

その他の包括利益累計額 2,157

その他有価証券評価差額金 4,271

土 地 再 評 価 差 額 金 △1,967

為 替 換 算 調 整 勘 定 △147

新 株 予 約 権 42

少 数 株 主 持 分 7,602

純 資 産 合 計 158,159

資 産 合 計 302,302 負債・純資産合計 302,302
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連　結　損　益　計　算　書

(平成24年４月１日から)平成25年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 　 337,834

売 上 原 価 　 276,935

売 上 総 利 益 　 60,899

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 42,727

営 業 利 益 　 18,171

営 業 外 収 益 　 　

受 取 配 当 金 565 　

為 替 差 益 184 　

そ の 他 708 1,458

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 789 　

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 482 　

そ の 他 918 2,189

経 常 利 益 　 17,440

特 別 利 益 　 　

投 資 有 価 証 券 売 却 益 95 　

そ の 他 80 175

特 別 損 失 　 　

退 職 給 付 制 度 一 部 終 了 損 2,609 　

減 損 損 失 1,523 　

構 造 改 革 費 用 843 　

そ の 他 1,454 6,431

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 　 11,185

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 5,224 　

法 人 税 等 調 整 額 △349 4,874

少数株主損益調整前当期純利益 　 6,310

少 数 株 主 利 益 　 441

当 期 純 利 益 　 5,868
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連結株主資本等変動計算書

(平成24年４月１日から)平成25年３月31日まで
（単位：百万円）

　
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

平成24年４月１日残高 10,001 86,787 47,673 △25 144,436

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 － － △2,194 － △2,194

当 期 純 利 益 － － 5,868 － 5,868

自 己 株 式 の 取 得 － － － △2 △2

自 己 株 式 の 処 分 － △0 － 0 0

土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 額 － － 248 － 248

株主資本以外の項目の連結会計年
度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － △0 3,923 △2 3,920

平成25年３月31日残高 10,001 86,787 51,596 △27 148,357

　

その他の包括利益累計額

新株予約権
少数株主
持分

純資産
合計

その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金
為替換算
調整勘定

その他の

包括利益

累計額合計

平成24年４月１日残高 1,210 △1,718 △270 △778 38 7,267 150,965

連結会計年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △2,194

当 期 純 利 益 － － － － － － 5,868

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － △2

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － － 0

土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 額 － － － － － － 248

株主資本以外の項目の連結会計年
度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

3,061 △248 123 2,935 3 334 3,273

連結会計年度中の変動額合計 3,061 △248 123 2,935 3 334 7,194

平成25年３月31日残高 4,271 △1,967 △147 2,157 42 7,602 158,159
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貸　借　対　照　表
（平成25年３月31日現在）

　
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部）　 　（負債の部）　 　

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

関係会社短期貸付金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 付 属 設 備

器 具 備 品

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

差 入 保 証 金

そ の 他

2,800

1,362

1,300

23

69

44

160,908

435

336

62

35

707

26

680

159,766

156,293

1,600

1,867

5

流 動 負 債 19,200

短 期 借 入 金 13,748

関係会社短期借入金 5,050

未 払 費 用 208

未 払 法 人 税 等 96

そ の 他 97

固 定 負 債 5,536

長 期 借 入 金 3,878

預 り 保 証 金 1,639

そ の 他 18

負 債 合 計 24,736

（純資産の部）　 　

株 主 資 本 138,971

資 本 金 10,001

資 本 剰 余 金 125,998

資 本 準 備 金 4,111

その他資本剰余金 121,886

利 益 剰 余 金 3,000

その他利益剰余金 3,000

繰越利益剰余金 3,000

自 己 株 式 △27

純 資 産 合 計 138,971

資 産 合 計 163,708 負債・純資産合計 163,708
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損　益　計　算　書

(平成24年４月１日から)平成25年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

営 業 収 入 　 　

グ ル ー プ 運 営 料 収 入 2,248 　

受 取 配 当 金 収 入 1,626 3,874

一 般 管 理 費 　 1,109

営 業 利 益 　 2,765

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 31 　

そ の 他 8 39

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 159 　

そ の 他 11 170

経 常 利 益 　 2,634

特 別 利 益 　 　

関 係 会 社 清 算 益 15 15

税 引 前 当 期 純 利 益 　 2,649

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 　 432

法 人 税 等 調 整 額 　 △24

当 期 純 利 益 　 2,241
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株主資本等変動計算書

(
平成24年４月１日から

)平成25年３月31日まで
（単位：百万円）

　

株　　主　　資　　本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成24年４月１日残高 10,001 4,111 123,394 127,506 2,952 2,952

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 － － － － △2,194 △2,194

当 期 純 利 益 － － － － 2,241 2,241

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － －

自 己 株 式 の 処 分 － － △0 △0 － －

会社分割による減少 － － △1,508 △1,508 － －

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計 － －  △1,508 △1,508 47 47

平成25年３月31日残高 10,001 4,111 121,886 125,998 3,000 3,000

　
株　主　資　本

純資産
合計自己株式

株主資本
合計

平成24年４月１日残高 △25 140,434 140,434

事業年度中の変動額 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 － △2,194 △2,194

当 期 純 利 益 － 2,241 2,241

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2 △2

自 己 株 式 の 処 分 0 0 0

会社分割による減少 － △1,508 △1,508

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

－ － －

事業年度中の変動額合計 △2 △1,462 △1,462

平成25年３月31日残高 △27 138,971 138,971
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連 結 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 報 告

　
独立監査人の監査報告書

　

　 平成25年５月17日　

　ＩＴホールディングス株式会社 　

　 取　締　役　会　 御　中 　

　 　 　

　 新日本有限責任監査法人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 山 　 修 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 村 啓 三 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 善 方 正 義 

　

　

　

　

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＩＴホールディングス株式会社の平成24年４月１日から

平成25年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。　

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正

な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ＩＴホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び

損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上
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 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 報 告

　
独立監査人の監査報告書

　

　 平成25年５月17日　

　ＩＴホールディングス株式会社 　

　 取　締　役　会　 御　中 　

　 　 　

　 新日本有限責任監査法人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 山 　 修 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 村 啓 三 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 善 方 正 義 

　

　

　　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＩＴホールディングス株式会社の平成24年４月１

日から平成25年３月31日までの第５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。　

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及

びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含

まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準

拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施

される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽

表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類

及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監 査 役 会 の 監 査 報 告

　 監　 査　 報　 告　 書 　

　 　当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第５期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、

取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備
に努めるとともに、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応

じて子会社から事業の報告を受けました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしま

した。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　

　 平成25年５月20日 　

　 ＩＴホールディングス株式会社監査役会　

　

常勤監査役 米 澤 信 行 
常勤監査役 竹 田 　 勝 
監　査　役（社外監査役） 伊 藤 大 義 
監　査　役（社外監査役） 上 田 宗 央 

　

以　上
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株 主 総 会 参 考 書 類
　

議案および参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　当社グループは、株主の皆様への長期的かつ総合的な利益還元を重要

な経営課題と認識しており、業績動向や財務状況、事業発展に備えるた

めの内部留保の充実を勘案し、連結配当性向30％程度を目安として、安

定的に配当を継続するよう努めております。

　当期の期末配当につきましては、１株につき14円（先に実施いたしま

した中間配当と合わせて、年間配当金は１株につき21円）といたしたい

と存じます。　

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金14円

総額1,228,780,728円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年６月26日
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第２号議案　取締役９名選任の件

取締役全員（11名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま

す。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行える

よう、取締役を２名減員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

※印は新任取締役候補者であります。　

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 の 数

１
かな

金
おか

岡
かつ

克
き

己
(昭和31年２月24日生)

昭和60年５月　株式会社インテック入社
平成12年６月　同社取締役

株式会社アット東京代表取締役社長
平成15年６月　同社常務取締役
平成17年４月　同社取締役　執行役員専務
平成19年４月　同社代表取締役　執行役員社長
平成19年６月　同社代表取締役　執行役員社長

株式会社インテックホールディング
ス取締役

平成20年４月　当社取締役
株式会社インテック代表取締役執行
役員社長

平成21年６月　当社取締役
株式会社インテック代表取締役社長

平成24年６月　当社代表取締役会長（現任）
株式会社インテック取締役相談役（現
任） 

151,828株

２
まえ

前
にし

西
のり

規
お

夫
(昭和24年４月19日生)

昭和47年４月　株式会社東洋情報システム（現　Ｔ
ＩＳ株式会社）入社

平成８年６月　同社取締役
平成13年６月　同社常務取締役
平成16年４月　同社代表取締役専務取締役
平成20年４月　同社代表取締役副社長　ビジョン21

推進室担当、北京駐在員事務所担当、
営業推進本部長

平成21年４月　同社代表取締役副社長　ＩＴ基盤サ
ービス事業部長、営業推進部担当、
ＥＣセンター事業推進室担当

平成22年４月　同社取締役
当社副社長執行役員

平成22年６月　当社取締役副社長（現任）

41,152株
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 の 数

３

※　
くわ

桑
の

野 　
とおる

徹
(昭和27年５月３日生)

昭和51年４月　株式会社東洋情報システム（現　Ｔ
ＩＳ株式会社）入社

平成12年６月　同社取締役
平成16年４月　同社常務取締役
平成20年４月　同社専務取締役　金融・カード事業

統括本部長兼カード第１事業部長
平成21年４月　同社専務取締役　金融・カード事業

統括本部長
平成22年４月　同社代表取締役副社長　金融事業統

括本部長
平成23年４月　同社代表取締役社長
平成25年４月　同社代表取締役会長兼社長（現任）

33,400株

４

※　
もり

盛
た

田
しげ

繁
お

雄
(昭和21年９月24日生)

昭和44年４月　株式会社インテック入社
平成６年６月　同社取締役
平成12年６月　同社常務取締役
平成15年４月　同社専務取締役
平成16年４月　同社取締役副社長
平成17年４月　同社取締役　執行役員副社長
平成18年10月　株式会社インテックホールディング

ス取締役
平成19年４月　株式会社インテック代表取締役　執

行役員副社長　営業統括本部長
平成21年６月　同社代表取締役副社長
平成24年６月　同社代表取締役会長（現任）

40,561株

５
たき

滝
ざわ

澤
こう

光
じゅ

樹
(昭和26年３月29日生)

昭和48年４月　株式会社インテック入社
平成11年６月  同社取締役
平成13年６月　同社常務取締役
平成17年４月　同社取締役　執行役員専務ＣＴＯ
平成19年６月　株式会社インテックホールディング

ス取締役副社長　事業企画・ＩＲ担
当

平成20年４月　当社取締役副社長
平成23年４月　当社取締役

株式会社インテック取締役副社長　
公共ソリューション事業本部担当、
金融ソリューションプロダクト事業
本部担当、ＢＰＯ事業本部長

平成24年６月　当社取締役（現任）
株式会社インテック代表取締役社長
（現任）

39,248株
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 の 数

６

※ 　
かわ

河
さき

崎
かず

一
のり

範
(昭和30年４月17日生)

昭和53年４月　株式会社東洋情報システム(現　ＴＩ
Ｓ株式会社）入社

平成13年６月　同社取締役
平成18年４月　ＴＩＳソリューションビジネス株式

会社取締役副社長
平成20年６月　同社代表取締役社長
平成21年７月　ネオアクシス株式会社代表取締役副

社長執行役員
平成23年６月　同社代表取締役副社長
平成25年４月　ＡＪＳ株式会社執行役員副社長(現

任）

16,400株

７

※ 　
か

加
とう

藤 　
あきら

明
(昭和31年５月６日生)

昭和55年４月　株式会社東洋情報システム(現　ＴＩ
Ｓ株式会社）入社

平成19年６月　同社取締役
平成20年４月　同社執行役員　産業第１事業部長
平成23年４月　同社常務執行役員　産業・公共事業

統括本部副本部長兼産業・公共第１
事業本部長

平成24年４月　同社常務執行役員　産業事業本部長
平成25年４月　クオリカ株式会社代表取締役社長

（現任）

13,600株

８
お

小
だ

田
しん

晋
ご

吾
(昭和19年11月８日生)

昭和45年７月　横河・ヒューレット・パッカード株
式会社（現　日本ヒューレット・パ
ッカード株式会社）入社

平成９年１月　同社取締役
平成11年１月　同社常務取締役
平成14年11月　同社取締役副社長
平成17年２月　同社代表取締役副社長
平成17年５月　同社代表取締役社長
平成19年２月　同社代表取締役社長執行役員
平成19年12月　同社顧問
平成20年４月　当社取締役（現任）

－

９

　
いし

石
がき

垣
よし

禎
のぶ

信
(昭和21年10月６日生)

昭和44年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成10年４月　同社理事　アウトソーシング事業部

長
平成13年１月　同社理事　インダストリアル・グロ

ーバル・パートナーシップ事業部長
平成13年11月　セピエント株式会社代表取締役社長
平成16年10月　株式会社アット東京代表取締役社長
平成21年６月　同社取締役会長
平成22年６月　当社取締役（現任）

－
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（注）１. 上記取締役候補者は、いずれも当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 取締役候補者小田晋吾氏および石垣禎信氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に

定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、小田晋吾氏および石垣禎信氏を

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３. 社外取締役候補者の選任理由等について

(1) 小田晋吾氏につきましては、日本ヒューレット・パッカード株式会社代表取締役社

長を経験されており、同氏のＩＴ分野を中心とした業界動向や企業経営に関する豊

富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、また独立した立場から取締役会の意思

決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、社外取

締役候補者として選任するものであります。なお、同氏は平成20年４月に当社の社

外取締役に就任し、本定時株主総会終結の時をもってその在任期間は５年３カ月で

あります。

(2) 石垣禎信氏につきましては、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有して

おり、また、同氏のＩＴサービス業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識を

当社の経営に活かし、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確

保するための助言・提言をいただけるものと考え、社外取締役候補者として選任す

るものであります。

なお、同氏は、当社グループの取引先である日本アイ・ビー・エム株式会社（連結

売上高に対する当該会社の取引割合は1.17％）に平成13年10月末まで在籍しており

ましたが、退職後、既に11年７カ月が経過しており、かつ、当該取引先が当社経営

の意思決定に与える影響は全くない状況であるため、同氏が一般株主と利害相反の

生じるおそれはないと判断しております。また、同氏は平成22年６月に当社の社外

取締役に就任し、本定時株主総会終結の時をもってその在任期間は３年であります。

４. 社外取締役との責任限定契約について

当社定款において、会社法第427条第１項の規定により、当社と社外取締役との間にお

いて当該社外取締役が職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、会社法

第425条第１項に定める額を限度とする責任限定契約を締結できる旨の規定を設けてお

り、現在、当社は小田晋吾氏および石垣禎信氏と当該契約を締結しております。なお、

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としており、両氏の再任が

承認された場合には、本契約を継続する予定であります。

５. 河崎一範氏は、平成25年６月20日付にて、ＡＪＳ株式会社の代表取締役社長に就任す

る予定であります。なお、同氏の略歴に記載のネオアクシス株式会社は、平成21年７

月１日付にて当社子会社のＴＩＳソリューションビジネス株式会社と株式会社エス･イ

ー･ラボが経営統合により設立した会社であります。

６. 取締役候補者の所有する当社の株式数には、ＩＴホールディングスグループ役員持株

会における本人の単元持分を含めております。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

本総会開始の時をもって、平成24年６月26日開催の第４期定時株主総会に

おいて選任いただいた補欠監査役伊藤醇氏の選任決議の有効期間が満了とな

りますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社

法第329条第２項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願い

するものであります。

なお、本議案における選任の効力は、次期定時株主総会開始の時までとい

たします。

また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得てお

ります。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 の 数

い

伊
とう

藤 　
じゅん

醇
(昭和14年６月６日生)

昭和43年12月　監査法人中央会計事務所入所
昭和58年３月　同監査法人代表社員
平成16年９月　公認会計士・税理士伊藤醇事務所設

立代表（現任）
平成17年６月　ＴＩＳ株式会社監査役
平成20年４月　当社監査役
平成24年６月　当社監査役を任期満了により退任

8,800株

（注）１．上記補欠監査役候補者は、当社との間には特別の利害関係はありません。

２．伊藤醇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、同氏は、東京証券取引所の

定める独立役員の要件を満たしております。

３．同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会

計士および税理士の資格を有しており、社外監査役として適切に職務を遂行すること

ができるものと判断し、補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。

４．社外監査役との責任限定契約について

当社定款において、会社法第427条第１項の規定により、当社と社外監査役との間にお

いて当該社外監査役が職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、会社法

第425条第１項に定める額を限度とする責任限定契約を締結できる旨の規定を設けてお

ります。同氏が監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で当該責任限定契約

を締結する予定であります。

以　上　
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インターネット等による議決権行使のご案内

　

インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、

行使くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによ

る議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携

帯電話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）（※）から当社の指定する

議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくこと

によってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時まで取

り扱いを休止いたします。）

※「ｉモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、

「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標または登録商標です。

(2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続

にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設

定されている場合、proxyサーバをご利用の場合等、株主様のインターネ

ット利用環境によっては、ご利用いただけない場合がありますのでご了承

ください。

(3) 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいず

れかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号

化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応し

ておりません。

(4) インターネットによる議決権行使は、平成25年６月24日（月曜日）の午後

５時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明

な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。　

２．インターネットによる議決権行使方法について

(1) 議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙

に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、

画面の案内に従って賛否をご入力ください。
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(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（いわゆる「なりすまし」）や議

決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使

サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了

承ください。

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」を

ご通知いたします。　

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

(1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インタ

ーネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に

行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。また、パソコン、

スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に

行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。　

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接

続料金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご

利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要にな

りますが、これらの料金も株主様のご負担となります。　

以　上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

電話：0120-173-027（受付時間9:00～21:00、通話料無料）

（機関投資家様向け議決権電子行使プラットフォームについて）

株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前

に申し込まれた場合には、インターネットによる議決権電子行使の方法とし

て、上記による議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただく

ことができます。　



株主総会会場ご案内図
　

場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番３号
ベルサール新宿グランド（住友不動産新宿グランドタワー隣）
１階イベントホール

　

ベルサール新宿グランド

（住友不動産新宿グランドタワー隣）
至中野坂上

丸ノ内線

神田川

成子天神下
交差点

新宿
オークタワー

新宿
中央公園北
交差点

東京
医大病院

Ａ５出口

西新宿駅
１番出口

新宿西口駅

西口

ＪＲ
新宿駅京王プラザ

ホテル
京王プラザ
ホテル

新宿
中央公園

至西新宿
五丁目

青梅街道
青梅街道

ヒルトン東京ヒルトン東京

東京都庁東京都庁

工学院大学工学院大学

都営大江戸線都営大江戸線

三井ビル三井ビル

新宿
警察署
新宿
警察署

新都心
歩道橋下
新都心
歩道橋下

ハルクハルク

Ａ18
出口
Ａ18
出口

都庁前駅都庁前駅

西武新宿駅西武新宿駅

　
交通機関 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」１番出口　徒歩約３分

都営大江戸線「都庁前駅」Ａ５出口　徒歩約15分
ＪＲ線・京王線・小田急線「新宿駅」西口　徒歩約20分

　 　
お 願 い ◎駐車場のご用意はいたしておりませんので、あらかじめご了

承くださいますようお願い申し上げます。
　 ◎節電対策の一環として、会場の冷房設定温度を調整させてい

ただく予定でございます。
　株主の皆様におかれましては、何卒、ご了承くださいますよ

うお願い申し上げます。　
　　

（株主総会に関するお問い合わせ）
ＩＴホールディングス株式会社
〒160-0023　東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
電話　03-5338-2277（代表）　


